
ひとり親の方へのさまざまな支援制度があります

問合先　こども支援課子育て支援担当

　ひとり親の方への支援として、さまざまな制度があります。お困りごとに合わせて、各制度を
ご利用ください。それぞれ支給要件などがありますので、市ホームページをご確認の上、こども
支援課子育て支援担当にご相談ください。

対象者　市内在住で次の①から④までの条件をすべて満
たしているひとり親家庭の方
①児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方
②20歳未満の児童を扶養している方
③過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
④受講される講座が仕事に必要な方

対象講座　雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練
講座
支給金額　経費の60％相当額（支給上限20万円）
●支給額が1万2000円を超える講座が対象
●専門実践教育訓練給付金の指定教育講座を受講する方
は[40万円×修業年数]が上限

対象者　市内在住で次の①から④までの条件をすべて満
たしているひとり親家庭の方
①児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方
②20歳未満の児童を扶養している方
③就業または育児と、修業との両立が困難と認められる方
④過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方
対象資格　看護師（准看護師）・介護福祉士・保育士・ 理学
療法士・作業療法士などの国家資格、シスコシステムズ認
定資格 ・LPI認定資格などのデジタル分野などの民間資格

支給金額
①訓練促進給付金（修業期間中（上限48か月）に給付）
●毎月7万500円（市民税非課税世帯の場合は毎月10万
円）
●最終学年在籍時は、毎月11万500円（市民税非課税世
帯の場合は毎月14万円）
②修了支援金（養成機関を修了した際に給付）
●2万5000円（市民税非課税世帯の場合は5万円）

申請までの流れ

申請までの流れ

給付金支給までの流れ

給付金支給までの流れ

自立支援教育訓練給付金自立支援教育訓練給付金　※　必ず事前に相談が必要です
ひとり親家庭の親が、指定教育訓練講座を受講した場合、受講料の60％相当額（上限あり）を受講終了後に
支給します。

高等職業訓練促進給付金高等職業訓練促進給付金　※　必ず事前に相談が必要です
ひとり親家庭の親が、資格取得のため1年以上（一部の場合6か月以上）養成機関で修業する場合に支給します。

こどもの養育費を補助してほしい…………………………………▶
こどもの医療費を補助してほしい…………………………………▶
こどもの就学・就職・結婚などで、一時的に資金が足りない…▶
就職のために教育訓練を受けたい…………………………………▶
看護師や介護福祉士などの資格を取得したい……………………▶
ひとり親の悩みや困りごとを気軽に話せる場が欲しい…………▶

児童扶養手当⇒P12
ひとり親家庭等医療費助成⇒P12
母子および父子並びに寡婦福祉資金
自立支援教育訓練給付金⇒下記1
高等職業訓練促進給付金⇒下記2
鶴ヶ島市ひとり親福祉会、ひとり親家庭相談会⇒P20

たとえばこんな困りごと
市HPはこちら

こんな支援制度があります

❶

❷
給
付
金
支
給

審
査

支
給
申
請

講
座
受
講

修
了

講
座
受
講

開
始

講
座
指
定
の

決
定審

査

講
座
指
定
の

申
請

講
座
の
申
込

支
給
要
件
照
会

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

事
前
相
談

修
了
支
援
金

支
給

修
了
支
援
金

申
請

養
成
機
関

修
了

訓
練
促
進

給
付
金
支
給

訓
練
促
進
給

付
金
請
求
書

支
給
決
定

審
査

訓
練
促
進

給
付
金
申
請

講
座
の
申
込

事
前
相
談
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市 政 情 報

「低所得者支援給付金」を支給します

問合先　給付金コールセンター☎049・298・5277

　
物
価
高
に
苦
し
む
低
所
得
世
帯

（
住
民
税
非
課
税
世
帯
・
均
等
割

の
み
課
税
世
帯
お
よ
び
低
所
得
者

の
子
育
て
世
帯
）を
支
援
す
る
た

め
、
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象　
基
準
日（
令
和
６
年
６
月

３
日
）に
お
い
て
、
世
帯
全
員
の

令
和
６
年
度
住
民
税
が
次
の
ど
れ

か
に
新
た
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
世
帯

・
均
等
割
非
課
税
の
世
帯

・
均
等
割
の
み
課
税
の
世
帯

・
所
得
割
非
課
税
で
、
う
ち
少
な

く
と
も
一
人
が
均
等
割
の
み
課
税

の
世
帯

※　
い
ず
れ
も
世
帯
全
員
が
課
税

者
か
ら
税
の
扶
養
を
受
け
て
い
る

世
帯
を
除
き
ま
す

支
給
額　

１
世
帯
当
た
り
10
万
円（
１
回
限

り
）

子
育
て
世
帯（
世
帯
員
に
18
歳
以

下（
平
成
18
年
４
月
２
日
生
ま
れ

以
降
）の
児
童
が
い
る
世
帯
）

児
童
１
人
当
た
り
５
万
円（
１
回

限
り
）

受
給
方
法　
対
象
と
思
わ
れ
る
世

帯
に
対
し
、
８
月
上
旬
に
「
確
認

書
」
を
送
付
し
ま
す
。
同
封
の
記

入
例
を
参
考
に
、
対
象
要
件
に
合

致
す
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
返
信

し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間　
８
月
上
旬
か
ら
11
月

15
日
㈮
ま
で

そ
の
他

①
令
和
６
年
１
月
２
日
以
降
に
複

数
回
転
入
・
転
出
し
、
上
記
の
対

象
世
帯
に
該
当
す
る
世
帯

　
市
で
税
に
関
す
る
情
報
を
持
っ

て
い
な
い
た
め
申
請
が
必
要
で

す
。
申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド（
掲
載
は
８
月

上
旬
頃
か
ら
）し
て
い
た
だ
く
か
、

担
当
窓
口
で
配
付
す
る
も
の
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
前
住
所

地（
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
）の

非
課
税（
課
税
）証
明
書
を
必
ず
添

付
し
て
く
だ
さ
い
。

※　
均
等
割
、
所
得
割
の
額
が
分

か
る
も
の

②
未
申
告
の
世
帯（
全
員
ま
た
は

一
部
の
方
）

　
非
課
税（
課
税
）世
帯
で
あ
る
か

確
認
で
き
な
い
た
め
通
知
は
届
き

ま
せ
ん
。
支
給
を
希
望
す
る
方
は

税
務
課
で
申
告
の
上
、
①
と
同
様

に
申
請
書
で
給
付
金
の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

提
出
先　

市
役
所
２
階
給
付
金

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

「調整給付金」を支給します

問合先　給付金コールセンター☎049・298・5277

　
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
お
い

て
行
わ
れ
る
定
額
減
税
の
対
象
者

の
う
ち
、
減
税
し
き
れ
な
い
と
見

込
ま
れ
る
方
に
、調
整
給
付
金（
定

額
減
税
補
足
給
付
金
）を
支
給
し

ま
す
。

対
象

　

令
和
６
年
１
月
１
日
時
点
で

鶴
ヶ
島
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

本
人
お
よ
び
配
偶
者
を
含
め
た
扶

養
親
族
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る

「
定
額
減
税
可
能
額（
※
１
）」
が
、

「
令
和
６
年
分
推
計
所
得
税
額（
※

２
）」ま
た
は「
令
和
６
年
度
住
民

税
所
得
割
額
」
を
上
回
る
納
税
義

務
者

※
１　
「
定
額
減
税
可
能
額
」
と

は
　
所
得
税
分
＝
３
万
円
×
「
減
税

対
象
人
数（
※
３
）」

　
住
民
税
所
得
割
分
＝
１
万
円
×

「
減
税
対
象
人
数（
※
３
）」

※
２　
「
令
和
６
年
分
推
計
所
得

税
額
」と
は

　

令
和
６
年
分
の
所
得
税
額
は
、

令
和
６
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の

所
得
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す

が
、
対
象
の
方
に
い
ち
早
く
給
付

金
を
お
届
け
す
る
観
点
か
ら
、
令

和
６
年
度
住
民
税
の
課
税
情
報

（
令
和
５
年
中
の
所
得
状
況
な
ど
）

を
も
と
に
令
和
６
年
分
の
所
得
税

額
を
推
計
し
、
支
給
額
を
算
定
し

ま
す
。
な
お
、
令
和
６
年
分
の
所

得
税
額
の
確
定
後
、
支
給
額
に
不

足
が
あ
る
と
判
明
し
た
場
合
は
、

令
和
７
年
度
に
追
加
で
支
給
す
る

予
定
で
す
。

※
３　
「
減
税
対
象
人
数
」（
国
外

居
住
者
を
除
く
）と
は

　
納
税
義
務
本
人
＋
控
除
対
象
配

偶
者
＋
扶
養
親
族（
16
歳
未
満
の

扶
養
親
族
を
含
む
）

受
給
方
法

　

対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
対
し
、

８
月
上
旬
に
「
確
認
書
」
を
送
付

し
ま
す
。
同
封
の
記
入
例
を
参
考

に
、
支
給
額
な
ど
を
確
認
の
上
、

返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
額

　

次
の
①
お
よ
び
②
の
合
算
額

（
合
算
額
は
万
円
単
位
で
切
り
上

げ
）

①「
所
得
税
分
定
額
減
税
可
能
額
」

か
ら
「
令
和
６
年
分
推
計
所
得
税

額
」を
引
い
た
額

②
「
住
民
税
所
得
割
分
定
額
減
税

可
能
額
」
か
ら
「
令
和
６
年
度
住

民
税
所
得
割
額
」を
引
い
た
額

申
請
期
間

　
８
月
上
旬
か
ら
11
月
15
日
㈮
ま

で提
出
先　

市
役
所
２
階
給
付
金

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

申請書はこちら
（8月上旬頃から）
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テレビなどの処分方法について

問合先　生活環境課環境推進担当

　

特
定
家
庭
用
機
器（
テ
レ
ビ
、

エ
ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
、

洗
濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
）に
つ
い

て
は
、
ご
み
集
積
所
に
は
出
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
次
の
①

～
③
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
処
分

し
て
く
だ
さ
い
。

①
買
っ
た
お
店
ま
た
は
、
買
い
替

え
る
お
店
へ
相
談
し
、処
分
す
る
。

②
自
分
で
指
定
引
き
取
り
場
所
へ

持
ち
込
む
。

・
郵
便
局
で｢
家
電
リ
サ
イ
ク
ル

券｣

を
購
入
す
る（
廃
棄
物
１
台

に
付
き｢

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
券｣

は
１
枚
）。

・
指
定
引
き
取
り
場
所（
※
１
）に

連
絡
し
、
搬
入
受
付
日
時
を
確
認

し
搬
入
す
る
。

③
業
者
へ
引
き
取
り
に
来
て
も
ら

う（
別
途
収
集
運
搬
料
金
を
支
払

う
）。

・
②
と
同
様
に
家
電
リ
サ
イ
ク
ル

券
を
購
入
す
る
。 

・
特
定
家
庭
用
機
器
取
扱
業
者

（
※
２
）へ
依
頼
す
る
。

◆
リ
サ
イ
ク
ル
料
金

　

リ
サ
イ
ク
ル
料
金
は
、
メ
ー

カ
ー
や
機
種
に
よ
っ
て
異
な
り
、

（
一
財
）家
電
製
品
協
会
家
電
リ
サ

イ
ク
ル
券
セ
ン
タ
ー
に
電
話
☎

０
１
２
０・
３
１
９
６
４
０
、
ま

た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き

ま
す
。
な
お
、
郵
便
局
に
あ
る
備

え
付
け
の
冊
子
「
リ
サ
イ
ク
ル
料

金
一
覧
表
」で
も
確
認
で
き
ま
す
。詳細はこちら正しい処分方法で！

※１　指定引き取り場所（鶴ヶ島市から最寄り）（50音順）
業 者 名 住　　所 電話番号

東上通運（株）川越リサイクルセンター 川越市松郷886-9 ☎049・272・7750
日本通運（株）川越事業所 川越市南大塚6-37-3 ☎049・249・0201
※２　特定家庭用機器取扱業者（50音順）　　

業 者 名 住　　所 電話番号
加藤商事（株） 川越市上寺山4-1 ☎049・222・5957
クリーンシステム（株） 鶴ヶ島市高倉1217-5 ☎049・287・2203
（株）クリーンネス藤原 日高市田波目581-3 ☎042・978・9151
（有）興伸 川越市安比奈新田263-3 ☎049・232・0694
（株）坂戸公衛社 坂戸市中富町1-12 ☎049・281・0435
笹沼商事（株） 坂戸市花影町7-7 ☎049・281・4420
（株）シマザキ 川越市府川91 ☎049・222・4474
（有）城西紙業 毛呂山町下川原886-1 ☎049・295・2046
（有）正和清掃社 坂戸市八幡1-3-42 ☎049・281・1678
太盛運輸（有） 川越市岸町3-19-5 ☎049・242・1168
毛呂山清掃（株） 毛呂山町大類522-1 ☎049・294・0459
（有）安川商事 毛呂山町前久保378 ☎049・294・4411
山本商店 毛呂山町中央3-37-23 ☎049・295・0435

四校
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市 政 情 報

ふるさと納税返礼品のパートナー企業
を募集しています

問合先　産業振興課商工労政担当

　

返
礼
品
は
商
品
だ
け
で
な
く
、

鶴
ヶ
島
に
来
て
体
験
を
す
る

「
サ
ー
ビ
ス
提
供
型
」
の
返
礼
品

を
用
意
し
て
い
ま
す
。
ふ
る
さ
と

納
税
記
念
品
と
し
て
紹
介
す
る
こ

と
に
よ
り
、
全
国
的
な
Ｐ
Ｒ
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

返
礼
品
提
供
事
業
者
の
要
件

・
市
内
に
事
業
所
な
ど
が
所
在
し

て
い
る
こ
と

・
商
品
に
つ
い
て
は
市
の
品
位
を

損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
こ
と　
な

ど提
供
い
た
だ
く
返
礼
品
の
基
準

・
総
務
省
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税

記
念
品
に
係
る
基
準
を
設
け
て
い

ま
す
。
記
念
品
と
し
て
お
申
込
み

い
た
だ
く
際
は
、
必
ず
基
準
を
満

た
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
地
場
産
品
基
準
】

・
市
内
に
お
い
て
返
礼
品
な
ど
の

原
材
料
の
主
要
な
部
分
が
生
産
さ

れ
た
も
の

・
市
内
に
お
い
て
返
礼
品
な
ど
の

製
造
、
加
工
そ
の
他
の
工
程
の
う

ち
主
要
な
部
分
を
行
う
こ
と
に
よ

り
相
応
の
付
加
価
値
が
生
じ
て
い

る
も
の　
な
ど

教育委員会の各審議会の委員募集

問合先　生涯学習スポーツ課社会教育担当

　
市
民
参
加
の
教
育
や
教
育
行
政

を
推
進
す
る
た
め
、
審
議
会
の
委

員
を
募
集
し
ま
す
。

職
務
内
容

①
社
会
教
育
委
員　
社
会
教
育
に

関
す
る
諸
計
画
の
立
案
に
関
す
る

こ
と
な
ど

②
図
書
館
協
議
会　
図
書
館
の
運

営
に
関
し
て
審
議
す
る
こ
と
な
ど

任
期　
10
月
１
日
～
令
和
８
年
９

月
30
日

募
集
人
員　
若
干
名

委
員
の
報
酬　
「
非
常
勤
職
員
の

報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
」に
基
づ
い
て
支
給
し
ま
す
。

応
募
方
法　
８
月
19
日
㈪
17
時
ま

で
に
応
募
申
込
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
本
人
が
直
接
生
涯
学
習

ス
ポ
ー
ツ
課（
市
役
所
５
階
）に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
生

涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課
、
図
書
館
、

海
洋
セ
ン
タ
ー
、
若
葉
駅
前
出
張

所
で
配
布
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

選
考
方
法　
第
一
次
審
査
／
応
募

申
込
書
に
よ
る
選
考　
第
二
次
審

査
／
面
接

対
象　
市
内
在
住
で
、
教
育
・
ま

ち
づ
く
り
な
ど
に
知
識
、
経
験
、

関
心
の
あ
る
満
20
歳
以
上
の
人

（
公
務
員
は
除
く
）

パソコンの処分方法について

問合先　生活環境課環境推進担当

　
パ
ソ
コ
ン
は
、
ご
み
集
積
所
に

出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、

分
解
し
て
川
角
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ

ザ
に
持
ち
込
ん
で
も
、
受
け
入
れ

は
で
き
ま
せ
ん
。
パ
ソ
コ
ン
の
処

分
に
つ
い
て
は
、
各
メ
ー
カ
ー
の

窓
口
に
依
頼
す
る
か
、
メ
ー
カ
ー

が
不
明
の
場
合
は
「（
一
社
）パ
ソ

コ
ン
３
Ｒ
推
進
協
会
☎
０
３
・
５

２
８
２
・
７
６
８
５
」
に
ご
連
絡

競争入札参加資格審査申請の受付

問合先　財政課契約担当

　

令
和
７・
８
年
度
に
市
が
発
注

す
る
建
設
工
事
、
設
計
・
調
査
・

測
量
お
よ
び
土
木
施
設
維
持
管
理

の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

の
本
受
付
を
行
い
ま
す
。

【
新
規
申
請
】

申
請
期
間

８
月
26
日
㈪
～
９
月
13
日
㈮

申
請
方
法

　
申
請
書
類
を
事
業
者
申
請
ポ
ー

タ
ル
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
。

※　
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
、
受

付
最
終
日
ま
で
の
消
印
有
効

※　

詳
細
は
、
埼
玉
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら

【
更
新
申
請
】

申
請
期
間

ア　
建
設
工
事
の
み
申
請
す
る
場

合９
月
17
日
㈫
～
11
月
22
日
㈮

イ　
前
記
ア
以
外
の
場
合

９
月
17
日
㈫
～
11
月
８
日
㈮

申
請
方
法

　
「
競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
受

付
シ
ス
テ
ム
」
で
電
子
申
請
す
る

と
と
も
に
、
申
請
書
類
を
事
業
者

申
請
ポ
ー
タ
ル
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド

す
る
。

※　
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
、
受

付
最
終
日
ま
で
の
消
印
有
効

※　

詳
細
は
、
埼
玉
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら

※　
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

令
和
７
年
４
月
１
日
～
令
和
９
年

３
月
31
日

※　

物
品
・
そ
の
他
の
受
付
は
、

12
月
を
予
定
し
て
い
ま
す

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
市
で
は
年
に
一
度
パ
ソ

コ
ン
の
無
料
回
収
を
行
っ
て
い
ま

す
。
今
年
度
は
１
月
に
実
施
予
定

で
す
の
で
、
持
込
み
が
可
能
な
場

合
は
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

詳細はこちら詳細はこちら

四校
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防犯活動に関する協定を締結しました

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

都市計画変更案の縦覧を行います

問合先　都市計画課都市計画担当

鶴ヶ島市職員募集

問合先　人事課人事担当

　
圏
央
鶴
ヶ
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
南
側
地
区
に
か
か
る
坂
戸
都
市

計
画
の
変
更
に
あ
た
り
、
都
市
計

画
法
第
17
条
に
基
づ
く
都
市
計
画

変
更
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

縦
覧

期
間　
８
月
27
日
㈫
～
９
月
９
日

㈪
８
時
30
分
～
17
時
15
分（
平
日

の
み
）

場
所　
都
市
計
画
課

内
容　

　
地
区
計
画
、
防
火
地
域
お
よ
び

準
防
火
地
域
の
変
更

意
見
書
の
提
出

　
市
で
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日

付
け
で
採
用
予
定
の
市
職
員
の
採

用
試
験
を
行
い
ま
す
。

採
用
職
種　
　

【
一
般
行
政
職
】
事
務
、
学
芸
員
、

障
害
者
対
象

【
保
育
士
】

採
用
人
数　
　
　

一
般
行
政
職　
合
計
13
人
程
度
、

保
育
士　
若
干
名

受
験
資
格　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

第
１
次
試
験
日　
９
月
22
日
㈷

※　
採
用
試
験
案
内
は
市
役
所
で

配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

対
象　
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方

お
よ
び
利
害
関
係
の
あ
る
方

提
出
期
限　
９
月
９
日
㈪（
必
着
）

提
出
方
法   

　
縦
覧
場
所
に
あ
る
様
式
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
持
参
ま
た
は

郵
送（
必
着
）で
、
〒
３
５
０

−

２
２
９
２
都
市
計
画
課（
住
所
不

要
）に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す

申
込
期
限　
８
月
９
日
㈮
ま
で

児
童
扶
養
手
当

　
こ
ど
も
の
人
数
や
所
得
な
ど
に

応
じ
た
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い

　
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方（
手
当
支
給
停
止
中
の

方
を
含
む
）は
、
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。

　
手
続
き
が
必
要
な
方
に
は
案
内

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
記
載
さ
れ

て
い
る
必
要
書
類
を
持
参
の
上
、

８
月
中
に
こ
ど
も
支
援
課
窓
口
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
を
対
象

に
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助

成
制
度
や
、
児
童
扶
養
手
当
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。

対
象　
対
象
児
童
の
属
す
る
、
ひ

と
り
親
家
庭
ま
た
は
準
ず
る
家
族

（
所
得
制
限
あ
り
）

期
間　
対
象
児
童
が
18
歳
に
達
し

た
日
の
属
す
る
年
度
の
３
月
31
日

ま
で（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合

は
20
歳
未
満
）

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

　
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
保
険
診

療
の
一
部
負
担
金
を
助
成
し
ま
す

（
医
療
保
険
加
入
者
が
対
象
）。

HPはこちら

　
７
月
３
日
、
キ
リ
ン
ビ
バ
レ
ッ

ジ
株
式
会
社
、
西
入
間
警
察
署
お

よ
び
鶴
ヶ
島
市
は
、
犯
罪
か
ら
地

域
住
民
を
守
り
、
安
全
で
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
を
３
者
で
協
力
し
て

進
め
る
た
め
、「
防
犯
活
動
に
関

す
る
協
定
」を
締
結
し
ま
し
た
。

　

本
協
定
に
よ
る
取
組
と
し
て
、

キ
リ
ン
ビ
バ
レ
ッ
ジ
株
式
会
社
が

開
発
し
た
防
犯
カ
メ
ラ
付
き
の
自

動
販
売
機
「
み
ま
も
り
自
動
販
売

機
」
を
わ
か
ば
ハ
ン
カ
チ
ノ
キ
公

園
へ
設
置
し
、
運
用
を
開
始
し
ま

し
た
。

ひとり親家庭への医療費助成・手当について

問合先　こども支援課子育て支援担当

四校
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交通事故被害者のご家族への援護金について

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

特別児童扶養手当の所得状況届について

問合先　障害者福祉課障害者福祉担当

坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員募集

問合先　坂戸、鶴ヶ島水道企業団☎049・283・1957

行
浦
和
支
店（
〒
３
３
０

−

０
０

６
３
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
２

−

12

−

10
）☎
０
４
８
・
８
２
２
・

０
１
９
１
ま
で
郵
送
ま
た
は
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　
令
和
６
年
11
月
給
付

分
は
令
和
６
年
８
月
30
日
ま
で
、

令
和
７
年
５
月
給
付
分
は
令
和
７

年
２
月
28
日
ま
で

問
合
先

埼
玉
県
交
通
安
全
対
策
協
議
会
☎

０
４
８
・
８
２
５
・
２
０
１
１
、

埼
玉
県
県
民
生
活
部
防
犯
・
交
通

安
全
課
☎
０
４
８
・
８
３
０
・
２

９
５
５

障
害
者
福
祉
課
の
窓
口
に
お
越
し

い
た
だ
く
か
、
郵
送（
〒
３
５
０

−

２
２
９
２
住
所
不
要
）で
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

提
出
期
限　
８
月
30
日
㈮
必
着

給
付
対
象
者

　
令
和
５
年
４
月
１
日
以
降
、
交

通
遺
児
な
ど（
※
）と
な
っ
た
県
内

在
住
の
18
歳
以
下
の
方

※　

18
歳
以
下
で
、
保
護
者（
一

方
ま
た
は
双
方
）が
交
通
事
故（
陸

海
空
す
べ
て
の
交
通
事
故
が
対

象
）に
よ
り
、
死
亡
ま
た
は
重
い

障
害
を
負
っ
た
方

給
付
額　

こ
ど
も
１
人
に
つ
き

10
万
円（
１
回
の
み
）

給
付
時
期　
令
和
６
年
11
月
ま
た

は
令
和
７
年
５
月

申
請
方
法　
市
役
所
や
学
校
な
ど

で
配
布
す
る
申
請
書
に
ご
記
入
の

上
、
期
限
ま
で
に
み
ず
ほ
信
託
銀

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
方
は
、
８
月
中
に
所
得
状

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
こ
の
届
は
、
引
き
続
き
手
当
の

支
給
要
件
に
該
当
し
て
い
る
か
を

確
認
す
る
も
の
で
す
。
提
出
が
な

い
場
合
は
、
８
月
分
以
降
の
手
当

を
受
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
支

給
停
止
中
の
方
も
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
手
続
き
が
必
要
な
方
に
は
案
内

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
記
載
さ
れ

て
い
る
必
要
書
類
を
持
参
の
上
、

成
８
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
方

●
技
術
職（
土
木
・
電
気
・
化
学
）

事
務
職
の
要
件（
学
歴
・
年
齢
）を

満
た
し
、
な
お
か
つ
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

①
土
木
・
電
気
・
化
学
に
関
す
る

課
程
を
履
修
し
た
方

②
民
間
企
業
な
ど
に
お
い
て
特
定

の
職
務
経
験
が
３
年
以
上
の
方

③
指
定
の
資
格
を
有
し
て
い
る
方

●
障
が
い
者
枠

一
般
枠
と
同
じ
職
種
、
受
験
資
格

で
障
が
い
者
枠
１
名
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

※　
詳
し
く
は
、
坂
戸
、
鶴
ヶ
島

水
道
企
業
団
総
務
課
で
配
布
す
る

募
集
案
内
ま
た
は
水
道
企
業
団

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
試
験
申
込
書
・
受
験

票
は
水
道
企
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

職
種　

　

事
務
職
・
技
術
職（
土
木
・
電

気
・
化
学
） 

※　
障
が
い
者
枠
あ
り

採
用
予
定
人
数　

・
事
務
職　
若
干
名

・
技
術
職（
土
木
・
電
気
・
化
学
）　

３
名
程
度

　
事
務
職（
障
が
い
者
）、
技
術
職

（
土
木
・
電
気
・
化
学
）（
障
が
い

者
）　
合
わ
せ
て
１
名

第
一
次
試
験
日　
９
月
29
日
㈰

筆
記
試
験（
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
）

受
付
期
間　

　
８
月
１
日
㈭
～
８
月
30
日
㈮
郵

送
ま
た
は
持
参

※　
必
着
。
た
だ
し
、
土
・
日
曜

日
お
よ
び
祝
日
は
除
く

受
付
時
間　
８
時
30
分
～
17
時　

（
12
時
～
13
時
は
除
く
）

受
験
資
格

●
事
務
職

・
大
学
を
卒
業
ま
た
は
令
和
７
年

３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
で
、
平

成
４
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
方

・
短
期
大
学
を
卒
業
ま
た
は
令
和

７
年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み

で
、
平
成
６
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方

・
高
校
を
卒
業
ま
た
は
令
和
７
年

３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
で
、
平

HPはこちら さかつるちゃん
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